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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

市民カードは破損などの
理由で交換可能です

届け出・税・年金

　表面の８桁の番号が金色のカードは生
分解性プラスチック製で、弾力性が低く
割れてしまう場合があります。対象の
カードをお持ちの方は引き換えますので、
市民課（田無庁舎２階・保谷庁舎１階）・
出張所へお持ちください。
h ●対象の市民カード
●�本人確認書類（運転免許証・パスポー
ト・健康保険証など）
※代理人による申請は委任状が必要
※カード表面の８桁の番号が判別できな
い場合は、お問い合わせください。
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a９月９日㈯・10日㈰午前９時～午後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（田無庁
舎２階）　※窓口は田無庁舎のみ

c市税・国民健康保険料の納付および
相談、納付書の再発行など

◆納税課np042－460－9832
◆保険年金課np042－460－9824

家屋を取り壊したとき

　家屋を取り壊したときは、資産税課（田
無庁舎４階）へご連絡ください。
　表題登記がなされている建物を取り壊
した場合は、不動産登記法により、所管
の法務局に滅失の登記をしてください。
j登記について…東京法務局田無出張
所p042－461－1130
◆資産税課np042－460－9830

年金事務所などの職員を名乗る
不審な訪問・電話に注意！
　年金事務所などの職員（以下「職員」）を
名乗る者から、「保険料を還付するとい
われた」「不審な訪問や電話があった」な
どという声が寄せられています。職員が
次のようなことをすることはありません。

●�電話などで金融機関の口座番号などを
聞き、ATM操作の指示をする

●手数料などを要求する
●�年金手帳・年金証書・通帳・キャッシュ
カードなどを預かる

□怪しいなと思ったら
その場で対応せずjへ連絡してください。
※職員が訪問する際は、身分証明書を携
帯しています。
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411
◆保険年金課n
　p042－460－9825

新規小規模保育事業所の利用者募集
（11月１日受入開始）

子育て

❖募集事業所
□（仮称）CO-春（こはる）保育園
b北町５丁目995－１（地番）
d・e ●０歳児（産休明けから）・６人
●�１歳児・７人　●２歳児・６人
（開設２年目からは　●０歳児・６人
●１歳児・６人　●２歳児・７人）
i10月10日㈫までに必要書類を保育課
（田無庁舎１階）へ
❖必要書類
□ほかの保育施設などの利用申込をして
いる方　●利用希望施設変更申込書
●�家庭状況など申込内容に変更があった
場合は変更に応じて書類を提出

□保育施設などの利用を今年度初めて申
し込む方　ほかの保育施設などの利用申
込と同じ書類が必要
※詳細は市kまたは下記へお問い合わ
せください。
◆保育課np042－460－9842

明保中学校通級指導学級開設 
市民説明会
　現在、市の中学校通級指導学級は、田
無第二中学校に設置しているK組のみで
すが、指導対象生徒数の増加から、平成
30年４月に、市内２カ所目となる中学
校通級指導学級を明保中学校に開設しま
す。つきましては、市民説明会を開催し
ますので、ぜひお越しください。
a ●９月30日㈯午後３時
●10月２日㈪午後３時
b防災センター
◆教育企画課op042－438－4071

はなバス第４南ルートの時刻表改正

くらし

　９月15日㈮に第４南ルートの時刻表
の改正を行います。
　新しい時刻表は以下の配布場所のほか、
はなバスの車内でも一定期間配布してい
ます。
　なお、第１・第２・第３・第４北ルー
トは、時刻表の変更はありません。
□配布場所　市役所両庁舎・出張所・図
書館・公民館・市k
◆都市計画課op042－438－4050

わが家の耐震診断をしよう

　建物の設計図を基に簡易耐震診断をし、
指導・助言などをします。
a・b９月９日㈯午前９時30分～午後
０時30分・田無庁舎１階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年６月１日以前の建築
e８人（申込順）　※１人40分程度
i９月６日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆住宅課op042－438－4052

防犯活動経費の一部を補助

d市に防犯活動団体として登録をして
いる団体
□補助金額　防犯資器材の購入等補助対
象経費の２分の１以内で、１団体上限
20万円（申請多数は減額調整）
□申請期間　９月４日㈪～15日㈮
※詳細は、お問い合わせください。
◆危機管理室op042－438－4010

市 連からの 絡 帳
寄附

その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿二宮�直樹�様・中村�慎太郎�様・安斎�
房枝�様・松澤�伸光�様・匿名（１万円）
◆秘書広報課np042－460－9803

■社会教育委員の会議
a９月11日㈪午後２時
b保谷庁舎３階
c・e今期の活動・５人
◆社会教育課op042－438－4079
■建築審査会
a９月14日㈭午後２時
b防災センター
c・e建築基準法に基づく同意・５人
◆建築指導課op042－438－4026
■健康づくり推進協議会
a９月15日㈮午後１時30分
b保谷保健福祉総合センター
c・e健康づくり推進プランほか・５人
◆健康課op042－438－4021
■男女平等参画推進委員会
a９月25日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c・e第３次男女平等参画推進計�
画ほか・５人
◆協働コミュニティ課p042－439－0075

傍　聴 審議会など

河川整備計画（変更）に対する意見募集

□閲覧場所　下水道課（保谷庁舎５階）・
東京都建設局河川部・東京都北多摩南
部建設事務所・東京都建設局k
□閲覧および受付期間　９月１日～
29日（閉庁日を除く）

j東京都建設局河川部計画課〒163
－8001・p03－5320－5414・l03
－5388－1533・mS0000384@
section.metro.tokyo.jp
◆下水道課op042－438－4059

　東京都で新河岸川および白子川の河川整備計画（変更原案）を作成しました。
i９月１日㈮～29日㈮に下記に設置している意見箱に投

とう

函
かん

または郵送・ファク
ス・Eメールでjへ（電話は不可）

事案名　 西東京市行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る条例の制定� ◆情報推進課np042－460－9806

【公表日】８月１日　【意見募集期間】６月１日～30日　【意見件数】７件（２人）
お寄せいただいた主な意見（各１件） 検討結果
本条例の制定が遅く感じる。より充実した
内容で早期制定を期待する。�

本条例の制定に当たっては、先行実施してい
る団体などの条例も参考にしながら、今後の
電子的手続の導入に対応できる内容での制定
を進めます。

内容充実の一環として「電磁的記録による
証明、写しの提出」を提案する。条例（案）
の「電磁記録による作成等」にこれが含まれ
るのであれば、それが明確となるように条
文を改めるべき。なりすましを防ぐための
セキュリティ確保が課題だが、規則などで
対応してほしい。

本条例（案）は、さまざまな市の行政手続に情
報通信技術を利用する際の共通事項を定める
ものであり、各申請手続などの具体的な要件は、
各手続規定などによります。セキュリティ確
保は、本条例（案）の条項において規定するほか、
西東京市情報セキュリティポリシーに基づい
て、情報セキュリティ対策を講じます。

行政手続などの電子情報化により行政コス
トが節約できるのか。実施前・実施後に定
期的に検証する必要がある。

行政手続などによる電子情報化を実施するに
当たっては、実施前に費用対効果を検証します。
実施後においても本条例（案）の条項に規定す
る、実施状況などの報告を行うとともに効果
を検証していきます。

電子情報化に習熟していない市民への配慮
はどうするのか。従来の書面行政と並行す
ると、行政コストは削減できないのではな
いか。�

情報化社会の進展により、市民サービスの提
供方法の選択肢も拡大する傾向にあります。
電子情報化に当たっては、従来の書面などに
よる方法と併せ、市民の皆さんの利便性の向
上に努めていきます。

条例の文章が市民目線の文章ではない。 条例などの作成に当たっては、条文の表現の
正確性および平明性を考慮し、適切な用語を
用いることとされています。ご指摘を踏まえ、
条例の内容について分かりやすい案内や説明
を行っていきます。

従来の書面手続から電子化手続とする場合、
認め印、署名などに代えて電子化署名などに
替える必要がある。本条文（案）では「規則で
定める」と述べられているが、この規則とい
うものが電子化行政手続を指しているのか、
個々の条例・規則に附則などを追加するのか。

法律による各種事務手続は、各法令・主務省
令により適用されることとなります。また、
市条例等による各種事務手続は、各規則等に
本条例（案）に基づいて、電子情報処理組織を
使用することができるなどの条文を加えるこ
とを想定しています。

電子化情報の保管などについて、本条例も
しくは別途、明確にする必要がある。

本条例（案）は、市の行政手続などについて、
情報通信技術を利用するための共通事項を定
める条例です。それぞれの手続などにおける
電子化情報の保管などの規定は、「西東京市
文書管理規程」などにおいて定めるものとな
ります。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え
方をまとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kをご覧ください。

寄せられた意見の概要や市の検討結果を
お知らせします

パブリック
コメント
検討結果

就業構造基本調査にご協力を
　国民の就業・不就業の実態を明らか
にするため、就業構造基本調査が実施
されます。調査員が訪問した際は、ご
協力をお願いします。
※回答した内容は、統計の目的以外に
使用されません。
d総務大臣が指定した市内の区域に
居住する15歳以上の方

□基準日　10月１日
□訪問時期　９月～10月中旬
□調査方法　調査書類の配布・回収な
どのため、調査員証（顔写真付き）を携
行した調査員が世帯を訪問
□調査内容　勤め先、就業する日数・
時間数、年収、就業（不就業）の理由、
育児・介護の状況など

◆総務法規課np042－460－9810

a９月15日㈮午後２時
bエコプラザ西東京
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課op042－438－4070

傍　聴 教育委員会




